
心の教育センターと関係機関の連携体制イメージ図 

心の教育センター 

内容の共有・情報収集（全職員） 

相談受理（来所・電話・メール） 

相談事象の見立て（ＳＣ・SSW等） 

支援策の協議・決定 

支援担当者の決定 

＜課題解決までのトータルな支援＞ 
○個別カウンセリング 
○相談者の希望に基づく発達検査 
○関係機関（学校・医療機関等）への同
行・説明 
○校内支援委員会及び支援センター等へ
の訪問支援 
（ＳＣ・ＳＳＷスーパーバイザー等） 
○関係機関連絡会の開催 
 ・連絡協議会（年2回）、実務者会(月1回
程度)、個別ケース会（適宜） 
○保護者（家庭）支援 
○学校等への訪問支援 

主な関係機関・連携項目 

児童相談所 
○虐待相談・養育相談関係 

療育福祉センター 
○発達・療育・障害等に関する相談 

精神保健福祉センター 

○心理的な課題、思春期の悩み、家族
支援、自殺未遂・引きこもり対応 

女性相談支援センター 

○一時保護、心理相談、学校における支
援等 

県警少年サポートセンター 

○非行予防・対応、学習支援、非行相談、
ネット問題対応 

弁護士会 
○いじめ･人権問題、親子関係に関する
法的相談 

○相談の主訴（課題） 
○児童生徒及び保護者の意向 

○児童生徒の実態（性格・生活・行動等） 
○関係機関の判断（見立て・診断等） 
○支援の方針 

○支援リソース（人的・物的資源）の状況 等 

                         

情報提供・支援協力 

○相談の主訴（課題） 
○児童生徒及び保護者の意向 

○児童生徒の実態（性格・生活・行動等） 
○関係機関の判断（見立て・診断等） 
○支援の方針 

○支援リソース（人的・物的資源）の状況                         

＜個人情報の取扱＞ 
※情報の共有は、原則、本人及び保護者の 
  同意のもとで行う。 
※同意を得られない場合は、個人情報を出 
  さず事例の相談として対応する。 
※命の危険等、緊急対応を要する場合は、  
  事案に応じて対応する。 

情報提供・相談接続依頼 

ワンストップ＆トータルな支援体制・連携体制の構築へ 

法務局 
○いじめ相談、ネット問題相談 

医療センター 
○精神的問題に関する相談 
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